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宅建業者が、宅地建物取引業保証協会に対

して、同保証協会が十分な調査を行わず、同

宅建業者に仲介取引に関する業務上の義務違

反があるとして宅建業法64条の８第２項に基

づく認証行為を行ったとして、不法行為に基

づく損害賠償を求めた事案において、宅建業

者の請求が棄却された事例（東京地裁　平成

23年３月15日　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

宅建業者Ｘは、平成19年１月頃Ａ所有土地

について専任媒介契約を締結し、売り出した。

自宅において建築装飾業を営んでいるＢは、

同年５月、自宅が区画整理の対象となったこ

とから、新たに自宅兼作業場を建築する移転

先を探しており、たまたまＸの看板が立って

いる本件土地の前を通りかかり、同土地が好

立地だと思い、Ｘに連絡した。Ｂは自宅を訪

れたＸ担当者Ｃに対し、本件土地上に自宅と

同様の作業場を備えた建物を建築するつもり

であることを話した。ＣはＢに、本件土地は

近隣商業地域内であるから、Ｂ予定建物の建

築には問題がないと回答した。Ｂは、Ｘの仲

介で、Ａから平成19年６月、売買代金3300万

円、違約金は売買代金の20％とする約定で、

本件土地を買い受けた。Ｘは、Ｂに、本件売

買に先立って、重要事項説明をしたが、本件

土地が甲地区計画乙地区にあり、建築制限が

あることは説明したものの、制限内容に関す

る説明までは行わなかった。

Ｂは、建築士Ｄに、同年８月初旬頃、建築

予定建物の設計等を依頼した。Ｄは丙市役所

に調査に赴き、後日、丙市役所からＢ予定の

建物を建築することは、甲地区計画における

工場の建築制限に該当し、除外事由にも該当

しないから、認められないとの回答を受けた。

そこでＢはＸを通じてＡに本件土地の売買

契約の解消を申し入れたが、Ａは、手付金放

棄による解除期限が経過している以上、違約

金660万円から受領済みの100万円を控除した

560万円の支払いを求めることになること、

早期解決の見地から、ＢにおいてＡが支払う

べき仲介手数料を負担するのであれば、違約

金280万円の支払いで解決する旨回答した。

Ｂは、宅地建物取引業保証協会Ｙに対し、

同年11月宅建業法64条の５に基づき本件申出

を行い、ＹはＸに対し、翌月Ｂから申し出が

された旨を通知した。Ｙは、平成21年４月２

日、苦情情処理委員会を開催し、ＢとＸの双

方から個別に事情を聴取したうえ、Ｘに同月

16日を期限として自主的に迅速に解決を図る

ことを求めたが、解決に至らなかったため、

ＹはＸには重要事項説明義務違反があるとし

て、宅建業法64条の８第２項に基づく本件認

証を行った。Ｙは、Ｘに対し、同年11月25日、

宅建業法64条の10に基づき、２週間以内に還

付額380万円をＹに現金で納付することを請

求し、期限内に納付がない場合はＸの会員資

格を喪失することを通知した。Ｘは、Ｙに対

し翌月８日、還付充当金を支払い、ＢはＹか
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ら同金員の支払いを受け、Ａに違約金として

同額を支払った。

後日、ＸはＹが十分な調査を行うことなく

違法な手続を経てＸの業務上の義務違反を認

定して認証行為を行ったと主張し、不法行為

に基づく損害賠償請求に基づき、380万円及

び遅延損害金を求めて訴訟を提起した。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示した。

盧　Ｘは、本件売買に先立って、Ｂから本件

土地上に自宅と同程度の作業場を備えた建物

を建築することができるか問われているのだ

から、Ｂの自宅作業場で行っている作業内容、

作業場の構造や使用電力等を確認したうえ

で、予定建築物が、本件土地の用途制限に抵

触するか否かを調査して、その結果をＢに報

告・説明すべき義務を負っているものと解さ

れる。しかし、Ｘは、自宅の作業場の構造や

作業内容を十分に確認できていないのに、Ｂ

が予定する程度の建物であれば本件制限に抵

触することはないと軽々に判断し、あるいは

Ｂが依頼しているであろう建築士の判断に依

拠すれば足りるものと考え、調査を怠り、ま

た、本件売買の際にも本件制限の内容を十分

説明しないまま説明書をＢに交付し、もって

本件売買を仲介したものである。そうである

以上、ＸはＢに対し、調査義務及び重要事項

説明義務違反によってＢが被った損害に関

し、債務不履行に基づく損害賠償義務を負っ

たものというべきである。

Ｘが、Ｂの言動から、建築予定建物の設計

を建築士に依頼しているものと誤解していた

としても、その責任がＢにあるとは言えない

し、Ｂが建築士に依頼していた事実があった

としても調査義務及び説明義務が免除され、

あるいは軽減されるものとは認められないか

ら、この点に関するＸの主張も理由がない。
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以上から、Ｙが、Ｂの本件申出に対し事実を

調査した上で本件認証を行ったことが、Ｘに

対する不法行為を構成するものとは認められ

ない。

盪　Ｙは、Ｘから口頭等による説明を求める

などの必要な調査を実施した上で、最終的に

はＸによる自主的解決は期待できないとして

本件認証を行ったことが認められる。本件認

証に至るまでの調査手続等は宅建業法に基づ

く適法なものと認められるから、これを違法

とするＸの主張は理由がない。Ｘは、Ｙの本

件認証の調査手続において、Ｂが具体的にど

のような主張を行っているかをＸに対し明ら

かにせず、またＸに十分な反論の機会を与え

ず、かつＸとＢの主張内容に齟齬があるのに

それを明らかにしようとしなかったから違法

であると主張する。しかし、本件調査の手続

きにおいてＸの主張するような事実は認め有

られないし、宅建業法は、Ｙが本件認証を行

うか否かの判断をするための調査方法につい

て、原則としてＹの自由裁量に委ねているも

のと解され、本件に関する事実関係によると、

裁量権の逸脱ないし濫用と認めるべき事由は

認めがたいから、これが違法であるとのＸの

主張は採用できない。

３　まとめ

宅建業者が保証協会の認証の手続きを違法

だとして、保証協会に対し損害賠償請求した

珍しい事案である。本判決では、保証協会の

認証の前提となる調査方法については、原則

として裁量権が認められると判示している。

また、買主に建築士等の専門家がついてい

るからといって、宅建業者の調査義務や説明

義務が軽減・免除されるものではないという

ことを、再認識することも必要であろう。


